
議案第８３号 

 

附帯控訴の提起について 

 

次のとおり、附帯控訴を提起したいので、地方自治法第９６条第１項第１２

号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和４年 ６ 月２２日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 当事者 附帯控訴人となるべき者（被控訴人、第１審被告） 川 崎 市 

      附帯被控訴人となるべき者（控訴人、第１審原告） ＊＊ ＊＊ 

２ 附帯控訴の要旨 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事件の第１

審判決は、多摩区登戸１７６３番地１先水路（以下「本件水路」という。）

が通常有すべき安全性を欠く状況にあったといえ、被告による本件水路の設

置及び管理に瑕疵があったために、原告が本件水路に転落する事故（以下「

本件事故」という。）が発生し、原告に損害を生じたと認められることから、

被告は国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うものとして、原告の請求を一

部認容したが、原告は、第１審判決の一部を不服として、控訴を提起した。 

  本市は、控訴審における審判の範囲を拡張して、本件水路が通常有すべき 

 安全性を欠くものではなく、酩酊
めいてい

状態に陥っていた原告の予測できない行動 

により本件事故が発生したものであるなどの本市の主張を尽くすことにより、 

 第１審判決のうち本市敗訴部分の取消しを求めるため、附帯控訴したい。 

３ 管轄裁判所 東京高等裁判所 



４ 本件に関する取扱い 

  本件の訴訟は、弁護士に委任する。 

 

 



参考資料 

 

１ 事件の概要 

  平成２９年８月５日、原告は、多摩区登戸１７６３番地１先水路上で、自 

 転車を押して歩行していたところ、当該水路の蓋のない開渠
きょ

部分に転落し、 

 負傷した。 

  原告は、原告が負傷し、顔面醜状の後遺障害を負うに至ったのは、当該水 

 路が人の通行を予定しているような外観を有しており、本市が当該水路に蓋 

 あるいは防護柵を設置する等の措置を怠ったことによるものであるとして、 

 損害賠償を請求したものである。 

２ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事件 

  令和２年９月３日 訴えの提起 

    原告 ＊ ＊ ＊ ＊ 

    被告 川 崎 市 

  令和＊年＊月＊＊日 判決（横浜地方裁判所川崎支部） 

  令和４年４月１８日 判決書正本送達 

  判決の主文 

  （１）被告は、原告に対し、４７万７９１７円及びこれに対する平成２９ 

    年８月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

  （２）原告のその余の請求を棄却する。 

  （３）訴訟費用は、これを４０分し、その１を被告の負担とし、その余を 

    原告の負担とする。 

３ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊事件 

  令和４年４月２７日 控訴の提起 

    控 訴 人 ＊ ＊ ＊ ＊ 



    被控訴人 川 崎 市 

  控訴の趣旨 

  （１）原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。 

  （２）被控訴人は、控訴人に対し、金５３２万６４０５円及びこれに対す

る平成２９年８月５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。 

  （３）訴訟費用は、第１、２審ともに被控訴人の負担とする。 

   との判決を求める。 

   

 


